
条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び提出資料作成要領 

（令和8年度 小城市廃棄物中継施設整備工事） 

 

１ 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び提出資料作成要領等について  

（１）入札参加資格確認申請書  

・（様式第１号）による。  

（２）共同企業体協定書  

・（様式第２号）による。  

（３）共同企業体編成表  

・（様式第３号）による。  

（４）同種工事の施工実績調書及び事実を証する書類  

・（様式第４号）により記入すること。  

・平成28年４月１日～令和8年３月31日に竣工した同種工事について記入すること。  

（共同企業体の構成員としての実績も含む）  

・事実を証する書類（写しで可）を添付すること。  

（５）配置予定技術者調書及び経験を証明する書類  

・（様式第５号）により記入すること。  

・本工事を受注した場合に、監理技術者（共同企業体の代表者以外の場合は、監理技

術者又は主任技術者。）として配置予定の技術者について、同種工事の従事実績の

中から代表的なものを１件記入すること。  

・事実を証する書類を添付すること。  

・過去１０年以内においての資格要件があること。  

・配置予定技術者調書提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者

について記入し提出できる。  

・実際の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載された技術者を変更できるの

は、病休、退職、配転等の極めて特別な場合に限る。なお、やむを得ず配置予定技

術者を変更する場合は、当初記載した者と同等以上の経験を有する者とすること。  

（６）営業所一覧表  

・（様式第６号）により記入すること。  

・営業所はすべて記入すること。  

（７）支店・営業所に係る技術者配置状況調書  

・（様式第７号）により記入すること。  

・小城市内に当該工事に係る建設業の許可を受けた支店又は営業所を有する場合に作

成すること。  



（８）役員等調書  

・（様式第８号）により記入すること。  

（９）株主（出資者）調書  

・（様式第９号）により記入すること。  

（10）経営事項審査結果通知書の写  

・有効期限内の最新のもの。  

 

２ 添付資料について  

1の（４）～（７）については、以下により事実が確認できる書類等を添付すること。そ

の場合の添付書類については、全て写しで可とする。  

（１）（様式第４号）関係の事実を証する書類  

・契約書（工事名、工事場所、工期、請負人名、契約金額）  

（共同企業体の場合は、構成員、出資比率等が分かる共同企業体協定書）  

・工事内容が確認できる下記のいずれかの書類  

確認（申請）通知書  

検査済証  

設計図書  

工事実績情報システム(CORINS)データ  

等を添付すること。  

（２）（様式第５号）関係の経験を証明する書類  

・技術者の資格を確認できる書類  

監理技術者資格者証（写）  

主任技術者の場合は、主任技術者となり得る国家資格合格証明書（写)  

・工事従事実績を確認できる書類  

工事実績情報システム(CORINS)データ  

現場代理人届（写）又は工事従事証明書（工事従事証明願）  

契約書、工事内容が確認できる書類等を添付すること。  

（３）（様式第６号）関係  

・建設業許可通知  

・建設業法第3条の許可を受けたものであることを証するもの。  

（４）（様式第７号）関係  

・資格を証明する免許証等の写し及び常時配置していることを証する書類の写し。  

（５）公告_２_(2)_ア_(ク)関係  

①役員等調書  

・（様式第８号）により記入すること。  

・提出時点における最新の役員等について記載すること。  



②株主（出資者）調書  

・（様式第９号）により記入すること。  

・この調書は、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額

の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載すること。  

・提出時点における最新の株主（出資者）について記載すること。  

※ 添付する書類は、すべて（写し）でよい。  

 

３ 入札参加資格の確認について 

提出資料を審査後、入札参加資格の有無について確認のうえ、その結果を通知する。本工

事の入札に参加できるのは、入札参加資格があると認めた者に限る。  

 

４ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格の確認等、条件付一般競争入札の手続きに関し異議がある者は、不服と

する事実を知り得た日から５日以内に書面により理由説明を求めることができる。  

（２）市長は前項により説明を求められたときは、説明を求められた日から５日以内に書面

により回答するものとする。  

（３）前項の理由説明に不服がある者は、小城市入札者指名等審査委員会に対し、苦情申立

てを行うことができる。  

（４）前項による苦情申立てが行われた場合には、入札又は契約の中止、解除等が行われる

場合がある。  

 

５ 申請書等の提出部数及び綴じ方について  

（１）申請書及び提出資料の提出部数は、１部とする。  

（２）提出資料の綴じ方について  

①様式第１号～様式第９号までを、Ａ４サイズ縦使いによる袋綴じとし、割印及び各

頁の捨印を忘れずに押印すること。また、日付については、書類受理の時点で記入

するため、空欄で提出すること。  

・各様式の先頭にインデックスを貼付すること。  

（３）提出書類及び添付書類は返却しない。 


